
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）

改
正

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
政
令
第
九
十
七
号

内
閣
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二
条
第

二
項
第
四
号
、
第
三
条
第
四
項
、
第
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
水
力
等
）

第
一
条

電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四

で
定
め
る
水
力
は
、
出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
水
力
発
電
所
の
原
動
力
と
し
て
用
い
ら
れ
る
水
力
と
す
る
。

号
の
政
令

２

法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
バ
イ
オ
マ
ス
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
発
酵
さ
せ
、
又
は
熱
分
解
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
水
素
又
は
一
酸
化
炭
素
を
化
学
反
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
得
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
熱
を
除
く
。
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
利
用
目
標
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
す
る
環
境
大
臣
の
意
見
並
び
に
バ
イ
オ
マ
ス
の
有
効
な
利
用
の
確
保
の
観

点
か
ら
す
る
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
協
議
）

第
三
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
（
次
条
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
認
定
に
係
る
発
電
が
バ
イ
オ
マ
ス
を
熱
源
と
す
る
熱
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
又
は
バ
イ
オ
マ
ス
を
発
酵
さ
せ

、
若
し
く
は
熱
分
解
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
水
素
若
し
く
は
一
酸
化
炭
素
を
化
学
反
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
、
国
土
交
通
大

臣
又
は
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
認
定
）



第
四
条

法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
又
は
発
電
の

方
法
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
変
更
の
認
定
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
等
の
届
出
）

第
五
条

法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
を
廃
止
し
た

と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地

三

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
十
二
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十

五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
利

用
目
標
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
政
令
第
九
十
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


